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規

則

子
ど
も
手
当
に
係
る
知
事
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
三
号

子
ど
も
手
当
に
係
る
知
事
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
八
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律(
平
成
二
十
二

年
法
律
第
十
九
号)

の
施
行
に
係
る
次
に
掲
げ
る
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
病
院
事
業
管
理
者
、

教
育
委
員
会
及
び
警
察
本
部
長
を
任
命
権
者
と
す
る
職
員
に
係
る
事
務
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
病
院
事

業
管
理
者
、
教
育
委
員
会
及
び
警
察
本
部
長(

当
該
職
員
の
併
任
に
係
る
職
の
任
命
権
者
を
除
く
。)

に
、
福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
の
職
員
で
専
任
の
も
の
に
係
る
事
務
に
あ
っ
て
は
農
林
水
産

部
農
林
水
産
総
室
農
林
総
務
課
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
病
院
事
業
管
理
者
に
あ
っ
て
は
福
島
県
立

病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
一
年
福
島
県
条
例
第
七
十
七
号)

別
表
第
一
名
称
の

欄
に
掲
げ
る
病
院
に
勤
務
す
る
職
員
以
外
の
職
員
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
、
教
育
委
員
会
及

び
警
察
本
部
長
に
あ
っ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
、
農
林
水
産
部
農
林
水
産
総
室
農
林
総
務
課
長

に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。

一

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
第
六
条
第
一
項
の
認
定

二

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
業
務
課)

平成23年３月31日 木曜日 福 島 県 報 号外第29号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)
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